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川崎市における中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定に関する事務取扱

要綱 

（通則） 

第１条 中小企業等経営強化法（平成１１年法律第１８号。以下「法」という。）に基づく先

端設備等導入計画（以下「導入計画」という。）の認定については、法令の定めによるほか、

この要綱の定めるところによる。 

（目的） 

第２条 この要綱は、法第５２条第４項の規定による導入計画の認定に係る事務処理につい

て、必要な事項を定めるものとする。 

（導入計画の認定） 

第３条 市長は、経済産業省関係中小企業等経営強化法施行規則（平成１１年通商産業省令

第７４号。以下「施行規則」という。）第２６条の導入計画に係る認定の申請書の提出があ

った場合において、導入計画の内容を審査の上、認定又は不認定を決定し、先端設備等導

入計画認定書（第１号様式）又は先端設備等導入計画不認定書（第２号様式）を交付するも

のとする。 

（導入計画の変更の認定） 

第４条 市長は、施行規則第５条に基づく導入計画の変更に係る申請書の提出があった場合

において、導入計画の内容を審査し、認定又は不認定を決定し、先端設備等導入計画変更

認定書（第３号様式）又は先端設備等導入計画変更不認定書（第４号様式）を交付するもの

とする。 

（導入計画の軽微な変更に係る届出） 

第５条 認定を受けた中小企業者（以下「認定者」という。）は、法人の代表者の交代、先端

設備等の金額変更、資金調達額の金額変更など、認定を受けた先端設備導入計画（以下「認

定先端設備等導入計画」という。）の趣旨が変わらない軽微な変更については、事前に市長

に協議の上、認定先端設備等導入計画変更届（第５号様式）を市長に提出するものとする。 

（導入計画の認定の取消） 

第６条 市長は、認定先端設備等導入計画に基づく生産性向上のための事業が行われていな

いと認められ、認定を取り消す必要があるときには、認定者に先端設備等導入計画取消書

（第６号様式）を交付するものとする。 

（暴力団の排除） 

第７条 川崎市導入促進基本計画の定めに基づき、次の各号のいずれかに該当する者は、認

定の対象者としない。 
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（１）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下「暴

力団対策法」という。）第２条第２号に規定する暴力団 

（２）暴力団対策法第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。） 

（３）法人にあっては、代表者又は役員のうちに暴力団員に該当する者がいるもの 

（４）法人格を持たない団体にあっては、代表者が暴力団員に該当するもの 

２ 市長は、必要に応じ、前項各号のいずれかに該当するか否かを神奈川県警察本部長に対

して確認を行うことができる。ただし、当該確認のために個人情報を神奈川県警察本部長

に提供するときは、神奈川県警察本部長に対して当該確認を行うことについて、当該個人

情報の本人の同意を得るものとする。 

３ 申請者は、第１項各号に該当しない旨を誓約し、第２項の神奈川県警察本部長に対する

確認に対して同意をする暴力団排除に関する誓約書（第７号様式）を申請時に提出するも

のとする。 

４ 市長は、認定者が、第１項各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことがで

きる。 

（事務） 

第８条 認定に係る事務は経済労働局経営支援部経営支援課にて行う。 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、認定に関し必要な事項は経済労働局長が定める。 

附 則 

（施行期日） 

この要綱は、平成３０年７月２日から施行する。 

（施行期日） 

この要綱は、令和２年１２月２８日から施行する。 

（経過措置） 

この要綱の施行の際限にある改正前の様式により使用されている書類は、改正後の様式によ 

るものとみなす。 

（施行期日） 

この要綱は、令和３年６月１６日から施行する。 

（施行期日） 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

（施行期日） 

この要綱は、令和５年５月１日から施行する。 



第１号様式（第３条関係） 

川経経第 号 

年 月 日 

       様 

川崎市長 名

先端設備等導入計画の認定書 

 年 月 日付けで別添書類により申請のあった先端設備等導入計画について

は、中小企業等経営強化法第５２条第４項の規定に基づき認定します。 



第２号様式（第３条関係） 

川経経第 号 

年 月 日 

     様 

川崎市長 名  

先端設備等導入計画の不認定書 

 年 月 日付けで別添書類により申請のあった先端設備等導入計画について

は、次の理由により不認定とします。 

不認定の理由 



第３号様式（第４条関係） 

川経経第 号 

  年 月 日 

      様 

川崎市長 名  

先端設備等導入計画の変更認定書 

 年 月 日付けで別添書類により変更に係る申請のあった先端設備等導入計

画については、中小企業等経営強化法第５３条第５項において準用する法第５

２条第４項の規定に基づき認定します。 



第４号様式（第４条関係） 

川経経第 号 

年 月 日 

    様 

川崎市長 名 

先端設備等導入計画の変更不認定書 

 年 月 日付けで別添書類により変更に係る申請のあった先端設備等導入計

画については、次の理由により不認定とします。 

不認定の理由 



第５号様式（第５条関係） 

認定先端設備等導入計画変更届 

  年  月  日 

（宛先）川 崎 市 長 

本 店 所 在 地 

企 業 名 

代表者職・氏名

事 務 担 当 者 

電話番号 

ＦＡＸ 

Ｅ－ｍａｉｌ 

  年  月  日付け      第  号で認定を受けた先端設備等導入計画に

ついて、計画の趣旨の変更が伴わない変更がありましたので、次のとおり届け出ます。 

１ 変更箇所           

２ 変更内容             



第６号様式（第６条関係） 

川経経第 号 

年 月 日 

    様 

川崎市長 名 

先端設備等導入計画に係る認定取消書 

 年 月 日付け 川経工 号で認定をした先端設備等導入計画については、

中小企業等経営強化法第５３条第３項の規定に基づき、次の理由により認定を

取り消します。 

認定を取消す理由 



第７号様式（第７条関係） 

暴力団排除に関する誓約書 

  年  月  日 
（宛先）川 崎 市 長 

本 店 所 在 地                

企 業 名                

 代表者職・氏名                

申請者及び申請者の役員は、暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に

関する法第２条第６号に規定する暴力団員）に該当せず、また、将来においても

該当しないことを誓約します。 

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、認定の取消等その

他の不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 

また、貴職において必要と判断した場合に、別紙「役員等名簿」により提出す

る当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。 



別紙 

〔役 員 等 名 簿〕 

役職 氏名
フリガナ

性別 住所 生年月日

（注１）氏名には、フリガナを付して下さい。 

（注２）当名簿に記載する役員とは、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をい

い、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該団体に対し業務を執行す

る社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を

含みます。 

（注３）性別の記載については申請者及び申請者の役員の任意とし、空欄とすることを可とします。 


